
                 事 務 連 絡 

令和元年５月４日 

 

滋賀県内 U15 チーム責任者 様 

 

滋賀県バスケットボール協会 U15 部会 

部会長 大音 健司 

 

JBA チーム登録・競技者登録について（連絡） 

 

 新緑の候 皆様方にはご清栄のこととお慶び申しあげます。平素は何かと本協会の活動にご支援・ご

協力を賜り、厚くお礼申しあげます。 

  さて、昨年度より U15 部会を立ちあげ、U15 選手育成のための事業をより充実するための資金として、

この登録費の一部を使わせていただいております。なにとぞ主旨をご理解の上、ご協力いただきますよ

うお願いいたします。 

 ご不明な点がございましたら、各連盟（中体連・クラブ連）の長を通じて、U15 部会に問い合わせて

いただきますようにお願いいたします。 

 なお、チーム登録・個人登録費の納入までを、５月末までに完了してください。 

 

記 

 

  １ チーム登録費 7,500 円 

     内訳 日本協会 5,000 円、県協会 2,500 円 

  ２ 個人登録費  1,500 円 

     内訳 日本協会 1,000 円、県協会 500 円 

  ３ その他 

      ・Team JBA システム使用料 268 円が必要です。 

・Team JBA ホームページ https://teamjba.jp/ から手続きをしてください。 

           昨年度までとページが変わっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙１）JBA チーム加盟・競技者登録について 

 

１ チーム加盟・競技者登録について 

 日本バスケットボール協会（JBA）や滋賀県バスケットボール協会が主催・主管する公式競技会に参

加するチーム・競技者は、JBA の「チーム加盟」「競技者登録」が必要です。 

 

２ U15 世代が関係する滋賀県バスケットボール協会が主催する大会・活動について 

  ＜U15 部会＞ 

   ・滋賀県 U15 リーグ（トップリーグ、地区リーグ） 

   ・全国 U15 バスケットボール選手権大会 滋賀予選（ただし、U15 リーグへの出場が必須） 

  ＜ユース育成委員会＞ 

    ・ＤＣ（育成センター）事業 U14 カテゴリー（U13・U14 対象） 

    ・ＤＣ（育成センター）事業 U16 カテゴリー（U15・U16 対象） 

 

３ チーム加盟・競技者登録の手続きについて 

 （１）チーム加盟 

   【継続】「Team JBA」のホームページより、継続手続きを行ってください。 

   【新規】「Team JBA」のホームページより、新規加入手続きを行ってください。 

 

 （２）競技者登録 

   ①毎年度はじめ、継続登録の意思を確認するため、「代理登録に関する委任状」（別紙１）を所属

選手に渡し、提出してもらってください。 

     →記入後の委任状は、チーム責任者で責任をもって保管してください。 

  ②委任状の提出を受けて、「Team JBA」で継続・新規の手続きをしてください。 

   ③その後、締切日までに、費用の払込を確実に行ってください。 

   ※詳しくは、JBA のホームページの登録を見てください。 

 

４ 競技者の移籍について 

（１）規定 

① U15 カテゴリーにおいて、選手が移籍を希望する場合、移籍元チームは移籍を拒否すること

はできません。（JBA 基本規程第 117 条） 

   ② 年度初めに登録した選手は、その年度内１回に限り移籍が認められます。 

        例えば、3 年⽣が中体連総体まで中学校（部活）で登録し、部活動引退後にクラブへ

移籍することは可能となります。 

   ③ 一家の転住等に伴い転校した場合は、移籍の回数にはカウントしません。（JBA 基本規程第

112 条②） 

   ④ 移籍手続きは、当該大会のエントリー前までに⾏うこととします。大会中の移籍は不可。 

 

 

 



 （２）手続き 

   ① 移籍先チーム責任者および競技者が「登録（移籍）申請書」（別紙２の上の部分）を記入し、

移籍元チーム責任者に提出する。 

   ② 移籍元チーム責任者は、「移籍承諾書」（別紙２の下の部分）を記入して、競技者に返却する。 

      →「登録（移籍）申請書・移籍承諾書」は、移籍先チーム責任者が保管する。 

   ③ 移籍元チーム責任者は、承諾書返却と同時に、「Team JBA」のホームページにて、「所属選手

一覧」の右端のほうに、「退部する」のボタンがあるので、退部処理を速やかに行う。 

   ④ 移籍先チーム責任者は、「Team JBA」のホームページにて、移籍してきた競技者をチームに

所属させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙２） ＊U15 部会のホームページからダウンロードする。 

 

 



（別紙３） ＊U15 部会のホームページからダウンロードする。 

 


